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第７次小樽市総合計画 基本計画 改訂原案（新旧対照表） 

まちづくり６つのテーマ テーマ５ まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観） 施   策 ５－１ 環境保全 

◆基本計画 

現状と課題 

現在の記載  修正後 改訂理由 

（前略） 

➡ 

（前略）  

地球温暖化など地球規模の環境問題が深刻化し、環境保全に対する国

際的な取組が進んでいます。温暖化の原因とされる温室効果ガス排出量

を削減するためには、市民、事業者、行政が互いに協力して取り組むこ

とが必要です。温暖化防止の意識の普及と啓発に努めていくことで、エ

ネルギーの有効利用を推進し、環境負荷の低減を図る必要があります。 

 

地球温暖化など、地球規模で深刻化する環境問題に対して、脱炭素社

会に向けた動きが国際的に加速するなか、国内ではこれを地域の成長の

機会と捉え、地域主役の取組による脱炭素社会の実現を目指しています。

市民一人ひとりが温暖化防止の意識を高め、省エネルギーの更なる取組

や再生可能エネルギーの活用などを市民、事業者、行政が互いに協力し

て推進する必要があります。 

国内外における地球温

暖化に関する動向や国が

2050 年カーボンニュート

ラルを宣言したこと、本市

が「ゼロカーボンシティ小

樽市」を表明したこと、ま

た、小樽市温暖化対策推進

実行計画【区域施策編】を

新たに策定したことを踏

まえ、脱炭素社会の実現に

向けた内容、また、国が

2050 年カーボンニュート

ラルの達成に向けて策定

した「地域脱炭素ロードマ

ップ」に即した内容に整理

し、国内外の動向及び本市

の表明・計画との整合性を

図るため。 

環境と経済のバランスの取れた社会をつくるためには、市民生活や事

業活動など社会全体の変革が必要です。地域の環境が地球全体の環境に

結び付いていることを認識し、環境にやさしい行動ができるよう、一人

ひとりの意識改革が求められています。 

 

環境と経済のバランスの取れた社会の形成を図り、環境負荷の少ない

持続可能な発展を目指すためには、市民生活や事業活動など社会全体の

変革が必要です。地域の環境が地球全体の環境に結び付いていることを

認識し、環境にやさしい行動ができるよう、一人ひとりの意識改革が求

められています。 

「環境と経済のバランス

の取れた社会」について説

明が不足しており、その必

要性が現行文では読み取

りにくいため、分かりやす

く整理するため。 

（後略） （後略）  

小施策０１ 市民生活における環境保全対策の徹底 （略） 
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小施策０２ 地球温暖化防止対策の推進  

主な取組  修正後 改訂理由 

★地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量を削減するための市民に

対する節電等の環境配慮行動の啓発（生活環境部環境課） 

 

 

〇「環境にやさしいエコ・アクション・プログラム」（市民向け）、「おた

るエコガイド」（事業者向け）の配布による地球温暖化防止に向けた啓

発（生活環境部環境課） 

〇環境に対する負荷を低減するための住宅エコリフォーム助成制度の利

用促進（建設部建築住宅課） 

〇環境に対する負荷を低減するための再生可能エネルギーの活用に向け

た情報収集や研究（生活環境部環境課） 
➡ 

★脱炭素社会の実現に向けた市民及び事業者に対する省エネルギーの取

組等の環境配慮行動の普及啓発（生活環境部環境課） 

★再生可能エネルギーの活用に向けた情報収集や研究及び導入拡大の推

進（生活環境部環境課） 

 

 

 

〇環境に対する負荷を低減するための住宅エコリフォーム助成制度の利

用促進（建設部建築住宅課） 

 

 

ゼロカーボンシティを表

明し、市民及び事業者を含

めた市域全体を対象とし

た地球温暖化対策推進実

行計画を策定したため、今

後は、脱炭素社会の実現に

向け、市民・事業者・行政

が一体となって省エネル

ギーの取組や再生可能エ

ネルギーの導入拡大を推

進していく。 

指標 修正後 改訂理由 

地球温暖化防止の一環として、省エネルギー対策に取り組んでいる市民

の割合（アンケート） 

基準値

（R1） 

目標値

（R10） 

29.1％ 基準値より増 

 

 

地球温暖化防止の一環として、省エネルギー対策に取り組んでいる市民

の割合（アンケート） 

基準値（R1） 目標値（R10） 

29.1％ 基準値より増 

 

温室効果ガス排出量 

基準値（R1） 目標値（R10） 

1,159 千ｔ 

－ＣＯ２ 

761千ｔ 

－ＣＯ２ 
 

・指標を追加 

 基準値根拠：基準値は小

樽市温暖化対策推進実行

計画【区域施策編】におけ

る現状値 

 目標値は同計画におけ

る令和 12年度までの目標

値を按分して算出 

小施策０３ 環境意識の高揚  

主な取組  修正後 改訂理由 

〇市民との協働による地域における環境保全のボランティア活動の推進

（生活環境部ごみ減量推進課） 

〇様々な機会を活用した環境情報の提供や環境教育・学習の推進（生活

環境部環境課） ➡ 

〇市民との協働による地域における環境保全のボランティア活動の推進

（生活環境部ごみ減量推進課、生活環境部清掃事業所） 

〇様々な機会を活用した環境情報の提供や環境教育・学習の推進（生活

環境部環境課） 

 

指標 修正後 改訂理由 

（略） （略）  

小施策０４ 人と自然の共生 （略） 
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関連計画 

現在の記載  修正後 改訂理由 

・小樽市環境基本計画（平成27～令和６年度） 

➡ 

・小樽市環境基本計画（平成27～令和６年度）  

・小樽市温暖化対策推進実行計画（平成 24～令和３年度） 
・第４次小樽市温暖化対策推進実行計画【事務事業編】（令和４～１２年

度） 

前計画（第３次計画）の

計画期間満了を迎え、本市

が「ゼロカーボンシティ小

樽市」を表明したことなど

を踏まえて内容を見直し、

改定したため。 

 ・小樽市温暖化対策推進実行計画【区域施策編】（令和５～１２年度） 

国内外における地球温暖

化に関する動向や国が

2050 年カーボンニュート

ラルを宣言したこと、本市

が「ゼロカーボンシティ小

樽市」を表明したことなど

から、今後は市民・事業者・

行政が一体となって地球

温暖化対策を推進する必

要があるため、行政のみな

らず市民・事業者を含めた

小樽市域全体を対象とし

た計画を新たに策定した

ため。 
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第７次小樽市総合計画 基本計画 改訂原案（新旧対照表） 

まちづくり６つのテーマ テーマ５ まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観） 施   策 ５－２ 循環型社会 

◆基本計画 

現状と課題 

現在の記載  修正後 改訂理由 

市民一人１日当たりの生活系ごみ排出量は、平成 17 年度の生活系ご

み減量化・有料化により、平成 16 年度の 813ｇから平成 30 年度には

470ｇまで減少し、家庭から出されるごみ全体の排出抑制が進んでいま

す。 

また、市民一人１日当たりの生活系資源物排出量は、生活系ごみから

の移行による増加を見込みましたが、排出抑制の施策等による減量効果

もあって、近年は微増という状況になっています。 

➡ 

生活系ごみについては、市民一人１日当たりの排出量は、平成 17 年度

の生活系ごみ減量化・有料化により、平成 16 年度の 815ｇから令和４

年度には 469ｇまで減少し、家庭から出されるごみ全体の排出抑制が進

んでいます。 

また、市民一人１日当たりの資源物排出量は、平成 16 年度の 16ｇか

ら生活系ごみからの移行により、平成 17 年度は 154ｇに増加しました

が、近年の生活様式の変化や事業者による環境負荷の軽減に向けた取組

などにより、140ｇ前後と横ばいで推移しています。 

813→815 一般廃棄物基

本計画の数値に変更。 

排出量を直近の数字に変

更。生活系資源物を資源物

に変更。ペットボトルの軽

量化や紙ストローへの変

更など、環境に配慮した動

きがあり、プラスチックの

使用量が減少しているこ

とや、インターネットの普

及などによる新聞離れや

用紙値上がりにより夕刊

が廃止されるなど、紙類の

排出量が減少しているこ

とを反映。 

これまでも分別や適正排出の啓発に努めてきましたが、今後も北しり

べし廃棄物処理広域連合とも協力しながら、排出抑制に重点を置いた３

Ｒ「発生抑制（Reduce）」「再使用（Reuse）」「再利用（Recycle）」の更

なる推進を検討していく必要があります。また、今後も進む高齢化や人

口減少に加え、近年、社会問題となっている食品ロス問題や災害発生時

の廃棄物にも対応した将来の収集や処理体制についても、考えていく必

要があります。 

ごみの分別や適正排出については、これまでも啓発に努めてきました

が、今後も北しりべし廃棄物処理広域連合とも協力しながら、排出抑制

に重点を置いた３Ｒ「発生抑制（Reduce）」「再使用（Reuse）」「再利用

（Recycle）」の更なる推進を検討していく必要があります。また、今後

も進む高齢化や人口減少を踏まえた収集体制のほか、近年、社会問題と

なっている食ロス問題への対応や災害発生時の廃棄物を円滑・迅速に処

理する体制についても考えていく必要があります。 

文面の修正。 

 

事業系ごみについては、生活系ごみに先行して平成 12 年度の有料化

により減量化が図られ、平成 11 年度の 48,545 トンから大きく減少し、

平成 13 年度以降は２万トン前後で推移していますが、排出量の 50％を

超える生ごみ類の減量が課題となっています。 

事業系ごみについては、生活系ごみに先行して平成 12 年度の有料化

により減量化が図られ、平成 11 年度の 48,545 トンに対し、令和 4 年

度は 18,228 トンと大きく減少していますが、排出量の 50％を超える生

ごみ類をいかに減量していくかが課題となっています。 

2万トン前後から令和4年

度の数字に変更。 

生ごみ減量の課題を強調 

（次ページに続く）   
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◆基本計画 

現状と課題 

現在の記載  修正後 改訂理由 

（前ページの続き） 

➡ 

  

主に生活系ごみを処理した後の焼却灰や破砕残さ等を埋め立て処分す

る一般廃棄物最終処分場については、かさ上げによる拡張整備を進め延

命化を行います。また、事業活動で排出される再資源化できない建設廃

材等を埋め立て処分する産業廃棄物最終処分場についても、今後延命化

に取り組んでいく必要があります。 

主に生活系ごみを処理した後の焼却灰や破砕残さ等を埋立処分する一

般廃棄物最終処分場については、生活環境の保全上、廃棄物の最終処分

地として維持していく必要があることから、継続して受け入れられるよ

う、再資源化の推進を継続するとともに、埋立容量を増やすための拡張

整備を行い延命化を図っています。また、事業活動で排出される再資源

化できない建設廃材等を埋立処分する産業廃棄物最終処分場について

も、同様に延命化に取り組んでいます。 

送り仮名訂正。 

現在、延命化に着手してい

ることを踏まえた修正 

し尿は、老朽化した施設に替えて、平成 27 年度から中央下水終末処

理場において処理していますが、下水道に接続されていない又は合併処

理浄化槽※で処理していない炊事、洗濯、風呂などの生活雑排水につい

ては、河川や海の汚れの原因となっていることから、水質の浄化や水環

境の保全を図るための対策を引き続き取り組んでいく必要があります。 

し尿は、平成 27 年度から中央下水終末処理場において処理していま

すが、下水道に接続されていない又は合併処理浄化槽※で処理していな

い台所、洗濯、風呂などから排出される生活雑排水については、河川や

海の汚れの原因となっていることから、水質の浄化や水環境の保全を図

るための対策を引き続き取り組んでいく必要があります。 

「老朽化した施設に替え

て」を削除、「炊事、洗濯、

風呂などの生活雑排水」を

「台所、洗濯、風呂などか

ら排出される生活雑排水」

に訂正。 

※「合併処理浄化槽」…微生物の働きで、し尿と生活雑排水（台所・洗

濯・風呂などの排水）を浄化するための設備 

※「合併処理浄化槽」…微生物の働きで、し尿と生活雑排水（台所・洗

濯・風呂などからの排水）を浄化するための設備 

「などの排水」→「などか

らの排水」に訂正。 

小施策０１ ３Ｒの推進に向けた自主的な取組への支援 （略） 

小施策０２ ごみ・資源物の適正処理  

主な取組  修正後 改訂理由 

★ごみの適正な排出の仕方についての指導や、効率的なごみ・資源物の

収集運搬業務を実施（生活環境部ごみ減量推進課、生活環境部清掃事

業所） 

〇事業系一般廃棄物の発生抑制を目的に、資源化に向けた適正処理の監

視・指導を推進（生活環境部ごみ減量推進課） 

〇ごみ処理に係る北しりべし廃棄物処理広域連合の構成市町村としての

参画（生活環境部管理課） 

〇最終処分場の維持管理及び拡張整備（生活環境部管理課） 

〇不法投棄未然防止に向けた監視パトロールや啓発活動の実施（生活環

境部ごみ減量推進課） 

➡ 

★ごみの適正な排出の仕方についての指導や、効率的なごみ・資源物の

収集運搬業務を実施（生活環境部ごみ減量推進課、生活環境部清掃事

業所） 

〇事業系一般廃棄物の発生抑制を目的に、資源化に向けた適正処理の監

視・指導を推進（生活環境部ごみ減量推進課） 

〇ごみ処理に係る北しりべし廃棄物処理広域連合の構成市町村としての

参画（生活環境部管理課） 

〇最終処分場の維持管理及び延命化（生活環境部管理課） 

〇不法投棄未然防止に向けた監視パトロールや啓発活動の実施（生活環

境部ごみ減量推進課、生活環境部清掃事業所） 

 

 

 

 

 

 

現在、延命化に着手してい

ることを踏まえた修正 

指標 修正後 改訂理由 

（略） （略）  

小施策０３ し尿などの適正処理  （略） 
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関連計画 

現在の記載  修正後 改訂理由 

・小樽市一般廃棄物処理基本計画(平成 27～令和６年度) 及び実施計画

(毎年度) 

➡ 

・小樽市一般廃棄物処理基本計画(平成 27～令和６年度) 及び実施計画

(毎年度) 
 

・小樽市分別収集計画（平成 29～令和４年度） ・小樽市分別収集計画（令和５～１０年度） 更新のため 

・小樽市生活排水処理基本計画（平成 23～令和２年度） ・小樽市生活排水処理基本計画（平成 23～令和６年度） 

次期の小樽市一般廃棄物

処理基本計画と統合する

予定であるため、令和 6 年

度まで延長するもの 

・北しりべし廃棄物処理広域連合広域計画（平成 29～令和３年度・北し

りべし廃棄物処理広域連合策定） 

・北しりべし廃棄物処理広域連合広域計画（令和４～８年度・北しりべ

し廃棄物処理広域連合策定） 
更新のため 

 ・小樽市災害廃棄物処理計画 

大規模災害時に発生する

復旧・復興の妨げになる災

害廃棄物を適正かつ迅速

に処理するための体制を

構築し、廃棄物の初期の混

乱を最小限にすることを

目的に令和 4 年 2 月に策

定したため 
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第７次小樽市総合計画 基本計画 改訂原案（新旧対照表） 

まちづくり６つのテーマ テーマ５ まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観） 施   策 ５－３ 公園・緑地 

◆基本計画 

現状と課題 

現在の記載  修正後 改訂理由 

（前略） 

➡ 

（前略）  

少子高齢化や多様な価値観に対応するよう、公園に求められるニーズ

の変化の把握に努め、子どもから高齢者まで、誰もが快適に安全で安心

して公園を利用できるよう維持管理を図るとともに、整備に当たっては、

地域に配慮して進めていく必要があります。 

少子高齢化や多様な価値観に対応するよう、既存の公園・緑地に求めら

れるニーズの把握に努め、子どもから高齢者まで、誰もが快適に安全で

安心して公園・緑地を利用できるよう維持管理を図るとともに、整備に

当たっては、地域住民のニーズを反映させるなど、地域に配慮して進め

ていく必要があります。 

・既存公園（施設）に対するニ
ーズを想定しての「ニーズの
変化の把握」であることか
ら、よりわかりやすい表現に
修正 

・配慮の対応例を例示 

 など→情報提供 
※ともに内容に変更なし 

（後略） （後略）  

小施策０１ 緑の保全 （略） 

小施策０２ 公園・緑地の整備推進と維持管理の充実  

主な取組  修正後 改訂理由 

〇公園・緑地の整備、緑化等の推進を目的に、緑の基本計画の見直し検

討と定期的な推進管理（建設部公園緑地課） 

★公園の様々な機能や市民ニーズを踏まえた計画的な施設の更新と、魅

力の向上につながる利用実態を考慮した公園緑地のリニューアル整備

（建設部公園緑地課） 

 

 

〇子供から高齢者まで、誰もが使いやすい、ユニバーサルデザイン※、バ

リアフリー化を取り入れ、安全で安心して利用できる公園づくりと維

持管理の充実（建設部公園緑地課、産業港湾部港湾室） 

➡ 

〇公園・緑地の整備、緑化等の推進を目的に、緑の基本計画の推進と定

期的な推進管理（建設部公園緑地課） 

★公園の様々な機能や市民ニーズを踏まえた計画的な施設の更新と、魅

力の向上につながる利用実態を考慮した公園緑地のリニューアル整備

（建設部公園緑地課） 

★親子連れで遊べる小樽の特性を生かした小樽公園の再整備（建設部公

園緑地課） 

〇子供から高齢者まで、誰もが使いやすい、ユニバーサルデザイン※、バ

リアフリー化を取り入れ、安全で安心して利用できる公園づくりと維

持管理の充実（建設部公園緑地課、産業港湾部港湾室） 

 

※「ユニバーサルデザイン」…（略） ※「ユニバーサルデザイン」…（略）  

指標 修正後 改訂理由 

（略）   

小施策０３ 市民との協働による緑化の推進と支援 （略） 

 



５-３ 公園・緑地  2 / 2 

 

 

関連計画 

現在の記載  修正後 改訂理由 

・小樽市緑の基本計画（平成16～令和２年度） 

➡ 

・第２次小樽市緑の基本計画（令和５～１４年度） 

前計画期間満了後、人口減

少や少子高齢化のほか、近

年の大規模な自然災害の

多発による防災意識の高

まりなどの社会情勢の変

化に対応するため、令和５

年度から第２次の計画を

策定した。 

・小樽市公園施設長寿命化計画（平成 25～令和４年度） ・第２次小樽市公園施設長寿命化計画（令和５～１４年度） 更新のため 

・奥沢水源地 保存・活用基本構想 ・奥沢水源地 保存・活用基本構想  
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第７次小樽市総合計画 基本計画 改訂原案（新旧対照表） 

まちづくり６つのテーマ テーマ５ まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観） 施   策 ５－４ 都市景観 

◆基本計画 

現状と課題 

現在の記載  修正後 改訂理由 

変化に富んだ海岸線、坂、山並みなどの自然景観、港湾を軸に商都と

して発展してきた小 樽の歴史を今に伝える運河や石造倉庫群などの歴

史的建造物といった本市特有の景観資源を保全しながら、魅力的な都市

景観を創出するため、平成４年に「小樽の歴史と自然を生かしたまちづ

くり景観条例」（以下「景観条例」といいます。）を制定しました。 

➡ 

変化に富んだ海岸線、坂、山並みなどの自然景観、港湾を軸に商都と

して発展してきた小樽の歴史を今に伝える運河や石造倉庫群などの歴史

的建造物、これら本市特有の景観資源を保全しながら、魅力的な都市景

観を創出するため、平成４年に「小樽の歴史と自然を生かしたまちづく

り景観条例」（以下「景観条例」といいます。）を制定しました。 

文言の整理 

本市は、平成 18年に景観法に基づく景観行政団体となり、平成20年

に景観条例を改正した上で、その翌年には、より良好な景観の形成を目

指して「小樽市景観計画」（以下「景観計画」といいます。）を策定しまし

た。 

 

その後も、より良好な景観の形成を目指して、本市は、平成 18年に景

観法に基づく景観行政団体となり、景観条例を改正した上で、平成 21年

に「小樽市景観計画」（以下「景観計画」といいます。）を策定し、さら

に、平成24年には、北海道から一部権限移譲を受け、「小樽市屋外広告

物条例」を制定しました。 

平成 18年以降の取組を統

合（２段落目と４段落目を

統合）、文言の整理 

景観条例に基づき、平成 30年３月現在において、歴史的建造物96件

を登録、そのうち79件を指定しているほか、保存樹木22本、保全樹林

約 19ha を指定し、景観計画においては、市域全域を景観計画区域に定

め、そのうち、歴史、文化等から見て小樽らしい良好な景観を形成して

いる重要な区域を「小樽歴史景観区域(131.6ha)」に指定しており、本市

独自の歴史的な景観や自然景観を保全するとともに、これらと調和した

まちなみの形成に努めてきました。 

令和５年４月現在、景観条例に基づき歴史的建造物 96件を登録し、そ

のうち 79件を指定しているほか、保存樹木 22本、保全樹林約 19ha を

指定しています。また、景観計画においては、市域全域を景観計画区域

に定め、そのうち、歴史、文化等から見て小樽らしい良好な景観を形成

している重要な区域を「小樽歴史景観区域(131.6ha)」に指定し、本市独

自の歴史的な景観や自然景観を保全するとともに、これらと調和したま

ちなみの形成に努めてきました。 

時点修正、文言の整理 

さらに、平成 24年に北海道から一部権限移譲を受け、「小樽市屋外広

告物条例」を制定し、本市独自の許可基準を設け景観の保全に努めてい

ます。 

※削除（２段落目に統合） ２段落目と統合 

（後略） （後略）  
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小施策０１  歴史的建造物の保全及び活用  

主な取組  修正後 改訂理由 

★所有者等への技術的・経済的支援による歴史的景観の保全（建設部新

幹線・まちづくり推進室） 

〇歴史的建造物を保全活用するための「伝統的建造物群保存制度※」や「歴

史まちづくり法※」等による国の支援制度の活用を含めた取組の検討

（教育部生涯学習課、建設部新幹線・まちづくり推進室）【共 3-5 観

光】 

〇日本遺産※を活用した観光振興の推進（産業港湾部商業労政課、産業港

湾部観光振興室）【共 3-5 観光】 

〇「小樽市歴史文化基本構想」の理念を踏まえた歴史文化資源の適切な

保存と活用（教育部生涯学習課）【共 6-2 文化芸術】 
➡ 

★所有者等への技術的・経済的支援による歴史的景観の保全（建設部新

幹線・まちづくり推進室） 

〇歴史的建造物の保全活用に向けた「歴史まちづくり法※」に基づく歴史

的風致維持向上計画の策定及び計画事業の推進や「伝統的建造物群保

存制度※」等による国の支援制度の活用を含めた取組の検討（教育部生

涯学習課、建設部新幹線・まちづくり推進室）【共 3-5観光】 

〇日本遺産※を活用した観光振興の推進（産業港湾部観光振興室）【共 3-

5 観光】 

〇「小樽市歴史文化基本構想」の理念を踏まえた歴史文化資源の適切な

保存と活用（教育部生涯学習課）【共6-2 文化芸術】 

歴史的風致維持向上計画

の策定中のため文言修正。 

 

 

所管換えに伴う修正 

※「伝統的建造物群保存制度」…（略） 

※「歴史まちづくり法」…（略） 

※「日本遺産」…（略） 

※「歴史まちづくり法」…（略） 

※「伝統的建造物群保存制度」…（略） 

※「日本遺産」…（略） 

順序の入替え 

 

 

指標 修正後 改訂理由 

（略） （略）  

小施策０２ まちなみ景観の創出 ～ 小施策０４ 市民との協働による景観形成  （略） 

関連計画 （略） 
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